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菊川市制20周年記念冠事業取扱要綱 

制定 令和６年１月17日第５号  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、菊川市が令和７年１月17日に市制施行20周年を迎えるに当たり、市

制施行20周年を記念して実施する事業である旨をその事業の名称に冠して行う事業（以

下「冠事業」という｡)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象） 

第２条 冠事業は、次に掲げる要件を全て満たすものを対象とする。 

(1) 市長又は市の機関が自ら行うものではないもの 

(2) 市長又は市の機関が委託により外部の団体等に行わせるものではないもの 

(3) 菊川市制20周年記念事業基本方針の趣旨に調和していると認められるもの 

(4) 次のいずれにも該当しないと認められるもの 

 ア 法令又は公序良俗に反するおそれがあるもの 

 イ 第三者の利益を害し又は害するおそれがあるもの 

 ウ 特定の政治的、宗教的又は思想的主張の表現その他これらに類する目的のために

利用していると誤解を与え又は与えるおそれがあるもの 

 エ 営利を主たる目的として企画されているもの 

 オ その他市長が不適当であると認めるもの 

 （冠称の種類） 

第３条 事業の名称に付する冠は、次のとおりとする。ただし、外国語で表記をする場合

その他の市制施行20周年を記念して実施する事業の名称に付する冠の表記として適当で

あると認められる場合は、この限りではない。 

 (1) 菊川市制20周年 

(2) 菊川市制20周年記念 

(3) 菊川市制20周年記念事業 

（使用の申請） 

第４条 前条の冠を使用しようとする者は、あらかじめ菊川市制20周年記念冠事業承認申

請書（様式第１号）に関係書類を添えて市長に提出し、承認を得なければならない。 

 （使用の承認） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該使用の

承認又は不承認を決定し、その旨を菊川市制20周年記念冠事業承認（不承認）通知書（様

式第２号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による承認に当たり、必要な条件を付することができる。 

 （使用期間） 

第６条 使用期間は、原則として承認を受けた日から当該冠事業の完了の日又は令和７年

３月31日のいずれか早い日までとする。 

（記念のぼり旗の使用） 

第７条 冠事業の承認を受けた者は、菊川市制20周年記念のぼり旗（以下「のぼり旗」と

いう｡)の貸与を受けることができる。ただし、他の実施者がのぼり旗を使用中である場

合等の理由により貸与を受けることができないことがある。 
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（承認内容の変更又は中止） 

第８条 冠事業の承認を受けた者が、当該冠事業の内容を変更し、又は冠事業を中止しよ

うとするとするときは、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。 

（承認の取消し） 

第９条 市長は、冠事業の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認

を取り消すことができる。 

 (1) この要綱に違反したとき。 

 (2) 使用承認に付した条件に違反したとき。 

 (3) 申請の内容に虚偽があると認められたとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。 

２ 前項の場合において、主催者に損害が生じることがあっても、市長は、その損害を賠

償する責めを負わない。 

（完了報告） 

第10条 冠事業の承認を受けた事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、菊川市制

20周年記念冠事業完了報告書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、冠事業の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

   附 則 

 この告示は、公示の日から施行し、令和７年４月30日限り、その効力を失う。 
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様式第１号（第４条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

 年 月 日  

 

菊川市制20周年記念冠事業承認申請書 

 

 菊川市長 氏     名 宛 

 

申請者 住   所 

団  体  名 

代表者氏名            

電 話 番 号 

 

 菊川市制20周年記念冠事業の承認を受けたいので、以下のとおり申請します。 

なお、実施に当たっては、菊川市制20周年記念冠事業等取扱要綱の規定に従います。 

 

事業名称  
事業

区分 
新規・継続（拡充） 

事業目的  

事業内容  

実施場所  

実施期間   年 月 日（ ）から  年 月 日（ ）まで 

使用する冠称 

□菊川市制（20周年・20周年記念・20周年記念事業） 

□その他（                  ） 

※記念ロゴマークの使用 □あり □なし 

添付書類 
□申請者概要書 

□企画書等（実施要領、パンフレット、印刷物見本等） 

事業費（予算

額） 
円 参加料 

□無料 

□有料（    円） 

参加見込数 人 
のぼり旗

使用 

□希望する 

□希望しない 

担当者 
所属  電話番号  

氏名  E-mail  
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※以下は、のぼり旗の使用を希望する場合のみ記入してください。 

使用場所  

使用数量  

使用場所 使用場所の地図を添付してください。 

のぼり旗の使用に当たっては、以下の事項を遵守します。 

 (1) 承認を受けた内容のみに使用すること 

 (2) 承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと 

 (3) のぼり旗の設置及び回収は、申請者が行うこと 

 (4) 市長が承認を取り消したときには、速やかに指示に従うこと 

 (5) 故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠

償すること 
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様式第２号（第５条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

第   号  

 年 月 日  

 

 

菊川市制20周年記念冠事業承認（不承認）通知書 

 

 

 氏     名 様 

 

菊川市長 氏     名  

 

 

   年 月 日付けで申請のありました標記の件について、菊川市制20周年記念冠事業

取扱要綱第７条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

事 業 名 称  

事業内容等  申請書記載のとおり 

決 定 区 分 □ 承認する（承認番号 第 号）   □ 承認しない 

不承認の理由  

承認の条件 

(1) 事故防止について十分な措置を講じること。 

(2) 事業に要する経費は、主催者が負担すること。 

(3) 市は、事業に伴う行為による損害等の賠償責任を負わない。 

(4) 事業内容が変更又は事業を中止する場合は、速やかに市に報

告すること。 

(5) 記念ロゴマークの使用に当たっては、菊川市制20周年記念ロ

ゴマーク及びキャッチフレーズの使用に関する要綱（令和○年

菊川市告示第〇号）の規定に従うこと。 
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様式第３号（第10条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 年 月 日  

 

 

菊川市制20周年記念冠事業完了報告書 

 

 

 菊川市長 氏     名 宛 

 

申請者 住   所 

団  体  名 

代表者氏名            

電 話 番 号 

 

 

   年 月 日付け 第  号で承認を受けた菊川市制20周年記念冠事業について報告

します。 

 

記 

 

事業名称  承認番号 第  号 

実施期間   年  月  日（ ）から  年  月  日（ ）まで 

実施内容  

事 業 費 円 参加人数 人 

※事業報告書等、内容が確認できる書類がありましたら、添付してください。 

 

 

※のぼり旗を使用した場合は、下記に記入してください。 

使用場所  

使用数量  

 


